
岡山県本社機能移転に係る社宅借上げ支援補助金交付要綱  
 

（通則） 

第１条 岡山県本社機能移転に係る社宅借上げ支援補助金（以下「補助金」という。）の

交付については、岡山県補助金等交付規則（昭和４１年岡山県規則第５６号）に定める

ところによるほか、この要綱の定めるところによる。 

（趣旨） 

第２条 知事は、県内への本社機能移転を促進し、一層の雇用機会の増大と地域振興を図

るため、予算の範囲内で第４条に該当する者に補助金を交付することができる。 

（定義） 

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(1) 社宅 岡山県本社機能移転促進補助金の認定を受けた者（以下「本社認定法人」と

いう。）が従業員の居住を目的として借り上げた県内の住宅をいう。 

(2) 常用雇用者 本社認定法人に雇用された岡山県内に住所を定める者であって、健康

保険法（大正１１年法律第７０号）、厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）

及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）の被保険者である者をいう。 

（補助対象者） 

第４条 補助金交付の対象となる者は、本社認定法人であって、常用雇用者のために新た

に社宅の賃借を開始する者とする。 

（補助対象期間） 

第５条 補助の対象となる期間（以下「補助対象期間」という。）は、本社認定法人が社

宅に係る賃貸借契約期間のうち補助対象として指定した期間（事業を開始した日から起

算して１年６月以内の期間に限る。）とする。 

２ 前項の補助対象期間は１年を限度とする。 

３ 月の途中で社宅に係る賃貸借契約の開始又は解除をした場合は、当該月は補助対象期

間には含まない。 

（補助金の額等） 

第６条 第４条の規定により交付する補助金の使途、補助対象経費、補助額、補助率及び

限度額並びに交付方法は、別表１に定めるところによる。 

２ 前項の規定により計算した補助額に千円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨

てた額を補助額とする。 

３ 国、市町村、その他の社宅賃借料にかかる補助制度の適用を受ける者は、本要綱の適

用を受けることが出来ない。 

（交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者は、社宅の補助対象期間の開始日の原則として

１５日前までに、補助金交付申請書(様式第１号)を知事へ提出しなければならない。 

２ 補助対象期間が２年度に渡る場合においては、次年度においても、当該年度開始前１

５日以内に、補助金交付申請書(様式第１号)を知事へ提出しなければならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、次の各号いずれかに該当する者は、同項の申請をすること



ができない。 

(1) 暴力団員等（岡山県暴力団排除条例（平成２２年岡山県条例第５７号）第２条第３

号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。）に該当する者 

(2) 暴力団（岡山県暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

又は暴力団員等の統制下にある者 

(3) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者 

（交付決定通知） 

第８条 知事は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を

審査の上、適当と認めるときは交付の決定を行い、申請者に対し交付決定通知書（様式

第２号）を送付するものとする。 

（交付申請の取り下げ） 

第９条 前条の規定による補助金の交付決定の通知を受けた者（以下「補助事業者」とい

う。）は、交付決定の通知を受けた日から起算して１５日以内に補助金交付の申請を取

り下げることができる。 

（申請内容の変更等） 

第１０条 補助事業者が交付決定に係る内容を変更しようとするときは、変更前までに補助

金変更交付申請書(様式第３号)を、交付決定に係る内容を中止又は廃止しようとするとき

は、補助金中止（廃止）届出書(様式第４号)を知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、前項の規定による変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し適当と

認めるときは変更交付決定を行い、補助事業者に変更交付決定通知書(様式第５号)を送付

するものとする。 

３ 第１項後段の規定による中止（廃止）届出書を知事が受理したときは、何らの手続き

を要せず交付決定通知は効力を失うものとする。 

（交付決定の取消し） 

第１１条 知事は補助事業者が次のいずれかに該当すると認めるときは、第８条の交付決

定又は前条第２項の変更交付決定の取り消しをすることができる。 

(1) 偽りその他不正の手段により交付決定又は変更交付決定を受けた場合 

(2) 変更手続きによることなく交付決定された内容を変更した場合 

(3) この要綱に違反する事実があった場合 

(4) 岡山県本社機能移転促進補助金の認定又は変更認定若しくは交付決定及び額の確定

が取り消された場合 

２ 知事は、前項の規定により交付決定又は変更交付決定を取り消したときは、書面によ

り速やかに通知するものとする。 

（実績報告） 

第１２条 補助事業者は、年度ごとに当該年度の補助期間終了後１５日以内に、補助金実

績報告書(様式第６号)を知事へ提出しなければならない。 

（額の確定） 

第１３条 知事は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査

の上、適当と認めるときは額の確定を行い、申請者に対し額の確定通知書(様式第７号)

を送付するものとする。 



（指示事項の遵守） 

第１４条 補助事業者は、知事が事業報告を求めるなど補助金の交付に関し必要な指示を

した場合は、これに従わなければならない。 

（補助金の支払） 

第１５条 補助事業者は、第１３条の規定による補助金の額の確定があったときは、補助

金請求書（様式第８号）により、知事に対し補助金の支払を請求するものとする。 

２ 知事は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに当該補助事業者に補助金を支

払わなければならない。 

（額の確定の取消し） 

第１６条 知事は、補助事業者が次の各号に掲げるいずれかの場合に該当すると認めると

きは、第１３条の額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定及び額の確定を受けた場合 

(2) この要綱に違反する事実があった場合 

(3) 岡山県本社機能移転促進補助金の交付申請が行われなかった場合又は交付決定及び

額の確定の全部が取り消された場合 

（補助金の返還） 

第１７条 知事は、前条の規定により補助金の交付決定及び額の確定を取り消した場合に

おいて、既に補助金を補助事業者に交付しているときは、期限を定めてその返還を命じ

るものとする。 

（加算金及び延滞金） 

第１８条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令

に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該返還を命じられた補助金

の額１００円につき１日３銭の割合で計算した加算金を県に納付しなければならない。 

２ 補助事業者は、補助金の返還を命じられ、これを納付期日までに納付しなかったとき

は、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額１００円につき１日

３銭の割合で加算した延滞金を県に納付しなければならない。 

３ 知事は、前２項の場合において、やむを得えない事情があると認めるときは、補助事

業者の申請により加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。 

（その他） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、知事が別

に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

 



別表１（補助金の使途、補助対象経費、補助額、補助率及び限度額並びに交付方法） 
使 途 社宅の賃借料 

補 助 対 象 経 費 

社宅の賃借に要する経費 
（ただし、賃借料に係る消費税及び地方消費税相当額、敷金、礼金、

共益費その他これらに類する経費を除く） 
補 助 額 上欄の補助対象経費に下欄の補助率を乗じて得た額 
補 助 率 ２分の１ 
限 度 額 ３，０００万円 （一戸当たり 月５万円） 
交 付 方 法 各年度の実績に基づき交付 

   


